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地方自治法の一部を改正する法律案の概要

地方共公団体の組織及び運営について、その自由度の拡大を図るととも
に、直接請求の制度についてその適正な実施を確保するために必要な改正
を行う。

１ 地方公共団体の自由度の拡大を図るための措置

（１）議員定数の法定上限の撤廃
地方公共団体の議会の議員定数について、上限数を人口に応じて
定めている規定を撤廃する。

（２）議決事件の範囲の拡大
法定受託事務に係る事件※についても、条例で議会の議決事件と
して定めることができることとする。
※「国の安全に関することその他の事由により議会の議決すべきも
のとすることが適当でないものとして政令で定めるもの」を除く。

（３）行政機関等の共同設置
行政機関等※について、共同設置を行うことができることとする。
※行政機関等とは
・ 議会事務局（その内部組織）
・ 行政機関
・ 長の内部組織
・ 委員会又は委員の事務局（その内部組織）
・ 議会の事務を補助する職員

（４）全部事務組合等の廃止
特別地方公共団体のうち、全部事務組合、役場事務組合及び地方
開発事業団について、これを廃止する。

（５）地方分権改革推進計画に基づく義務付けの廃止
地方分権改革推進計画に基づき、地方公共団体に対する義務付け
※を撤廃する。
※撤廃する義務付け
・ 市町村基本構想の策定義務
・ 内部組織条例の届出義務（都道府県→総務大臣、市町村→都
道府県知事）

・ 予算・決算の報告義務（同上）
・ 条例の制定改廃の報告義務（同上）
・ 広域連合の広域計画の公表・提出義務
（広域連合→組織する地方公共団体の長並びに総務大臣又は
都道府県知事）

・ 財産区の財産処分等の協議義務（財産区等→都道府県知事）

２ 直接請求制度の改正

（１）直接請求代表者の資格制限の創設
平成２１年１１月１８日の最高裁判決※を受け、地方自治法において、
次の者について直接請求代表者の資格制限を設ける。
・ 請求に係る地方公共団体の選挙管理委員会の委員又は職員
・ 選挙人名簿に表示をされている者（選挙権の停止・失権、転出）
・ 選挙人名簿から抹消された者（死亡、国籍喪失等）
※地方自治法施行令の各規定のうち、公職選挙法の規定を準用する
ことにより請求代表者の資格を制限している部分は、その資格制限
が請求手続にまで及ぼされる限りで無効であると判示したもの。

（２）署名に関する罰則の追加
地位を利用して署名運動をした公務員等に対する罰則を新たに設
ける。

３ 施行期日
公布後３月以内において政令で定める日※
※ただし、議決事件の範囲の拡大は公布後１年以内において政令で定
める日

総
務
省
は
全
国
市
議
会
議
長
会

（
会
長
�
五
本
幸
正
・
富
山
市
議

長
）
に
対
し
２
月
２２
日
、
地
方
自

治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

の
概
要
�
左
表
�
を
示
し
た
。
現

在
、
開
会
中
の
第
１
７
４
回
国
会

へ
提
出
し
、
成
立
を
目
指
す
。

今
回
の
自
治
法
改
正
案
に
は
、

議
員
定
数
の
法
定
上
限
の
撤
廃
が

盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
現
在
の
自

治
法
で
は
、
市
町
村
に
関
し
第
９１

条
第
２
項
で
、
人
口
段
階
別
に
議

員
定
数
の
上
限
を
設
定
し
て
い

る
。
こ
の
上
限
が
撤
廃
さ
れ
た
場

合
、
各
市
議
会
は
議
員
定
数
の
適

正
規
模
に
対
し
、
慎
重
な
判
断
が

求
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。

自
治
法
改
正
の
動
き
は
、
政
府

が
進
め
る
「
地
域
主
権
戦
略
」
の

一
環
。
政
府
は
平
成
２１
年
１１
月
１７

日
、
鳩
山
総
理
を
議
長
と
す
る
地

域
主
権
戦
略
会
議
を
立
ち
上
げ
、

地
方
分
権
改
革
推
進
委
員
会
（
任

期
�
１９
年
４
月
１
日
〜
２２
年
３
月

３１
日
）
が
４
次
に
わ
た
り
ま
と
め

た
勧
告
を
踏
ま
え
、
国
が
自
治
体

運
営
を
縛
る
義
務
付
け
等
の
見
直

し
な
ど
を
進
め
て
い
る
。

２
月
２２
日
に
本
会
へ
示
さ
れ
た

自
治
法
改
正
案
は
、
あ
く
ま
で
も

序
章
の
段
階
に
す
ぎ
な
い
。
地
域

主
権
戦
略
会
議
の
初
会
合
（
１
月

２０
日
）
で
示
さ
れ
た
工
程
表
に
よ

る
と
、
今
通
常
国
会
へ
提
出
す
る

自
治
法
改
正
案
は
「
前
倒
し
実
施

分
」
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い

る
。
戦
略
会
議
で
は
今
後
、
継
続

し
て
自
治
法
の
抜
本
改
正
を
検
討

し
、
最
終
的
に
は
「
地
方
政
府
基

本
法
」
の
制
定
へ
と
発
展
さ
せ
て

い
く
考
え
だ
。
同
法
制
定
は
２５
年

の
夏
頃
を
見
込
ん
で
い
る
。

な
お
、
原
口
一
博
・
総
務
大
臣

は
１
月
１
日
、
自
身
を
議
長
と
す

る
地
方
行
財
政
検
討
会
議
を
総
務

省
内
へ
設
置
�
本
紙
第
１
７
５
０

号
に
掲
載
�
し
た
。
検
討
会
議
で

決
定
し
た
内
容
を
戦
略
会
議
へ
諮

り
、
実
行
段
階
へ
と
移
し
て
い
く

た
め
だ
。
２
月
１５
日
に
は
第
２
回

会
合
が
開
か
れ
、
自
治
法
抜
本
改

正
に
向
け
２
つ
の
分
科
会
設
置
を

決
定
。
第
１
分
科
会
で
は
二
元
代

表
制
の
柔
軟
化
や
議
会
改
革
、
第

２
分
科
会
で
は
財
務
会
計
制
度
の

見
直
し
な
ど
を
検
討
し
て
い
く
。

全
国
高
速
自
動
車
道
市

議
会
協
議
会
は
２
月
２３

日
、
東
京
・
九
段
会
館
で

第
３６
回
定
期
総
会
を
開
催

し
、
大
橋
光
政
・
高
松
市
議
長
を

新
会
長
に
選
任
し
た
ほ
か
、
高
速

道
路
建
設
促
進
を
訴
え
る
決
議
を

満
場
一
致
で
採
択
し
た
。
総
会
終

了
後
、
大
橋
新
会
長
と
、
前
会
長

の
仲
道
俊
寿
・
大
分
市
議
長
は
、決

議
内
容
の
実
現
を
求
め
、
関
係
各

方
面
へ
要
請
行
動
を
実
施
し
た
。

（昭和３６年１２月２０日第三種郵便物認可）

第1753号３月５日平成22年
（2010年）

改
正
に
向
け
検
討
会
議

高
速
協
が
総
会
開
き

改改正正案案概概要要示示すす
議員定数の法定上限撤廃も

大橋光政・新会長
（高松市議長）

地方自治法

総務省

新新
会会
長長
をを
選選
任任

（１） 平成２２年３月５日 第１７５３号



�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

��������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

全
国
市
議
会
議
長
会
（
会
長
�
五
本
幸
正
・
富
山
市
議
会
議
長
）

の
地
方
財
政
、
地
方
行
政
、
社
会
文
教
、
産
業
経
済
、
建
設
運
輸
の

各
委
員
会
の
平
成
２１
年
度
要
望
活
動
結
果
に
つ
い
て
、
そ
の
概
要
を

今
号
か
ら
順
次
掲
載
す
る
。

地地
方方
財財
政政
委委
員員
会会

１
�
地
方
財
政
関
係

【
平
成
２１
年
度
補
正
に
係
る
地
方

財
政
措
置
】

国
税
の
減
額
補
正
に
伴
う
地
方

交
付
税
総
額
の
減
２
兆
９
５
１
５

億
円
に
つ
い
て
は
、
全
額
を
国
の

一
般
会
計
か
ら
の
加
算
に
よ
り
措

置
す
る
こ
と
と
し
た
。

【
平
成
２２
年
度
地
方
財
政
対
策
】

２２
年
度
地
方
財
政
対
策
は
、
２１

年
１２
月
２５
日
に
閣
議
決
定
さ
れ

た
。２２

年
度
に
お
い
て
は
、
「
地
域

主
権
改
革
」
の
第
一
歩
と
し
て
、

地
方
が
自
由
に
使
え
る
財
源
を
増

や
し
、
地
方
の
自
主
財
源
の
充

実
、
強
化
を
図
る
こ
と
と
し
た
。

ま
た
、
景
気
の
低
迷
に
伴
う
地
方

税
や
地
方
交
付
税
の
原
資
と
な
る

国
税
収
入
の
大
幅
な
減
収
に
よ

り
、
過
去
最
大
と
な
る
１８
兆
２
１

６
８
億
円
の
財
源
不
足
額
が
生
じ

る
た
め
、
既
往
の
ル
ー
ル
に
よ
る

補
て
ん
を
行
っ
た
上
で
、
国
と
地

方
が
折
半
し
て
補
て
ん
す
る
ル
ー

ル
を
引
き
続
き
適
用
す
る
こ
と
と

し
た
。

そ
の
結
果
、
地
方
交
付
税
は
１６

兆
８
９
３
５
億
円
（
前
年
度
比
１

兆
７
３
３
億
円
、
６
・
８
％
増
）

と
な
り
、
臨
時
財
政
対
策
債
７
兆

７
０
６
９
億
円
（
同
２
兆
５
５
８

３
億
円
、
４９
・
７
％
増
）
を
含
む

実
質
的
な
地
方
交
付
税
の
総
額

は
、
２４
兆
６
０
０
４
億
円
（
同
３

兆
６
３
１
６
億
円
、１７
・
３
％
増
）

と
過
去
最
高
額
が
確
保
さ
れ
た
。

こ
れ
と
併
せ
、
地
方
財
政
計
画

の
歳
出
に
特
別
枠
「
地
域
活
性
化

・
雇
用
等
臨
時
特
例
費
」
９
８
５

０
億
円
を
計
上
し
て
い
る
。

ま
た
、
特
別
枠
「
地
域
活
性
化

・
雇
用
等
臨
時
特
例
費
」
の
創
設

に
対
応
し
、
交
付
税
上
の
対
応
と

し
て
「
雇
用
対
策
・
地
域
資
源
活

用
臨
時
特
例
費
」
の
創
設
（
４
５

０
０
億
円
程
度
）
及
び
「
活
性
化

推
進
特
例
費
」
の
創
設
（
５
３
５

０
億
円
程
度
）
を
行
う
と
と
も

に
、
財
政
力
の
弱
い
団
体
へ
の
配

慮
と
し
て
、
段
階
補
正
及
び
人
口

急
減
補
正
の
見
直
し
を
行
う
な

ど
、
地
方
交
付
税
の
算
定
方
式
の

改
正
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。

２２
年
度
の
地
方
財
政
計
画
の
規

模
は
８２
兆
１
２
６
８
億
円
、
そ
の

う
ち
一
般
財
源
総
額
は
５９
兆
４
１

０
３
億
円
（
同
３
３
１
７
億
円
、

０
・
６
％
増
）
、
地
方
一
般
歳
出

は
６６
兆
３
２
８
９
億
円
（
同
１
１

０
３
億
円
、
０
・
２
％
増
）
と
３

年
連
続
の
増
額
と
な
っ
て
い
る
。

２
�
地
方
税
制
関
係

政
府
は
、
２１
年
１２
月
２２
日
、
２２

年
度
税
制
改
正
大
綱
を
閣
議
決
定

し
た
。
税
制
改
正（
地
方
税
関
係
）

で
は
、
都
市
税
源
等
の
充
実
強
化

に
向
け
、
個
人
住
民
税
に
お
け
る

扶
養
控
除
の
見
直
し
や
、
た
ば
こ

税
の
税
率
引
上
げ
の
ほ
か
、
本
委

員
会
要
望
事
項
に
関
し
次
の
措
置

が
講
じ
ら
れ
た
。

【
自
動
車
関
係
諸
税
】

自
動
車
関
係
諸
税
に
つ
い
て

は
、
現
行
の
１０
年
間
の
暫
定
税
率

は
廃
止
し
た
上
で
、
当
分
の
間
、

燃
料
課
税
及
び
自
動
車
取
得
税
に

つ
い
て
は
現
在
の
税
率
水
準
を
維

持
し
な
が
ら
、
国
税
の
自
動
車
重

量
税
の
税
率
の
見
直
し
に
伴
い
自

動
車
重
量
譲
与
税
の
譲
与
割
合
を

３
分
の
１
か
ら
１
０
０
０
分
の
４

０
７
に
引
き
上
げ
る
と
と
も
に
、

自
動
車
取
得
税
に
係
る
減
収
を
補

て
ん
す
る
た
め
の
特
例
交
付
金

（
総
額
５
０
０
億
円
）
を
２２
年
度

も
継
続
す
る
こ
と
と
し
た
。

【
地
球
温
暖
化
対
策
な
ど
】

な
お
、
税
制
改
正
大
綱
で
は
、

地
球
温
暖
化
対
策
の
取
組
み
を
進

め
る
上
で
、
地
球
温
暖
化
対
策
の

た
め
の
税
に
つ
い
て
、
今
回
、
当

分
の
間
と
し
て
措
置
さ
れ
る
税
率

の
見
直
し
を
含
め
、
２３
年
度
実
施

に
向
け
て
成
案
を
得
る
べ
く
更
に

検
討
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
ま

た
、
地
方
環
境
税
の
検
討
と
し

て
、
地
方
公
共
団
体
が
地
球
温
暖

化
対
策
に
果
た
す
役
割
を
踏
ま

え
、
地
球
温
暖
化
対
策
の
た
め
の

税
を
検
討
す
る
場
合
に
は
、
地
方

の
財
源
を
確
保
す
る
仕
組
み
が
不

可
欠
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

こ
の
他
、
地
方
消
費
税
の
充
実

な
ど
税
源
の
偏
在
性
が
少
な
く
、

税
収
が
安
定
的
な
地
方
税
体
系
を

構
築
す
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
た
。

【
基
地
交
付
金
・
調
整
交
付
金
】

基
地
交
付
金
・
調
整
交
付
金
に

つ
い
て
は
、
固
定
資
産
税
の
代
替

的
性
格
及
び
基
地
所
在
市
町
村
の

特
殊
事
情
等
を
踏
ま
え
、
前
年
度

比
１０
億
円
増
の
３
３
５
億
４
０
０

０
万
円
が
確
保
さ
れ
た
。

３
�
地
方
債
関
係

【
平
成
２２
年
度
地
方
債
計
画
】

２２
年
度
地
方
債
計
画
は
、
地
域

主
権
の
確
立
に
向
け
、
地
域
に
必

要
な
サ
ー
ビ
ス
を
確
実
に
提
供
で

き
る
よ
う
地
方
財
源
不
足
に
対
処

す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
る
と
と

も
に
、
地
方
公
共
団
体
が
、
必
要

性
の
高
い
分
野
へ
の
重
点
的
な
投

資
を
行
え
る
よ
う
、
所
要
額
の
確

保
を
図
る
こ
と
と
し
て
策
定
さ
れ

た
。
そ
の
結
果
、
２２
年
度
の
地
方

債
の
総
額
は
１５
兆
８
９
７
６
億
円

（
同
１
兆
７
１
３
２
億
円
、
１２
・

１
％
増
）
と
な
っ
て
い
る
。

臨
時
財
政
対
策
債
の
急
増
へ
の

対
応
で
は
、
一
般
市
町
村
に
つ
い

て
は
原
則
と
し
て
全
額
公
的
資
金

を
配
分
す
る
な
ど
、
地
方
公
共
団

体
の
資
金
調
達
に
配
慮
す
る
方
針

が
示
さ
れ
る
と
と
も
に
、
財
政
力

の
弱
い
地
方
公
共
団
体
に
配
慮

し
、
臨
時
財
政
対
策
債
発
行
可
能

額
の
算
出
方
法
を
見
直
す
こ
と
と

し
て
い
る
。

【
公
債
費
負
担
対
策
】

公
債
費
負
担
対
策
で
は
、
財
政

健
全
化
計
画
又
は
公
営
企
業
経
営

健
全
化
計
画
を
策
定
し
、
徹
底
し

た
行
政
改
革
・
経
営
改
革
を
行
う

地
方
公
共
団
体
を
対
象
に
、
２２
年

度
か
ら
３
年
間
で
１
・
１
兆
円
規

模
の
年
利
５
％
以
上
の
公
的
資
金

（
旧
資
金
運
用
部
資
金
、
旧
簡
易

生
命
保
険
資
金
、
旧
公
営
企
業
金

融
公
庫
資
金
）
の
補
償
金
免
除
繰

上
償
還
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ

り
、
高
金
利
の
地
方
債
の
公
債
費

負
担
を
２
４
０
０
億
円
程
度
（
推

計
値
）
軽
減
す
る
。
ま
た
、
繰
上

償
還
の
財
源
と
し
て
、
必
要
に
応

じ
借
換
債
を
発
行
で
き
る
こ
と
と

し
て
い
る
。

４
�
国
庫
補
助
負
担
金
関
係

直
轄
事
業
負
担
金
制
度
に
つ
い

て
は
、
制
度
廃
止
へ
の
第
一
歩
と

し
て
、
２２
年
度
か
ら
維
持
管
理
に

係
る
負
担
金
制
度
を
廃
止
す
る
こ

と
と
し
、
経
過
措
置
と
し
て
、
２２

年
度
に
限
り
、
維
持
管
理
の
う
ち

特
定
の
事
業
に
要
す
る
費
用
に
つ

い
て
、
そ
の
対
象
を
明
確
に
し
た

上
で
、
地
方
か
ら
の
負
担
金
を
徴

収
す
る
こ
と
と
し
た
（
２３
年
度
に

は
維
持
管
理
費
負
担
金
は
全
廃
）。

（
担
当
・
地
方
財
政
委
員
会
）

２１年度

本本

会会

委委
員員
会会

活活
動動
結結
果果
のの
概概
要要

①
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社社
会会
文文
教教
委委
員員
会会

１
�
地
域
医
療
施
策

平
成
２２
年
４
月
か
ら
の
診
療
報

酬
に
つ
い
て
は
、
医
療
の
危
機
的

な
状
況
を
解
消
し
、
国
民
に
安
心

感
を
与
え
る
医
療
を
実
現
す
る
た

め
、
全
体
改
定
率
は
０
・
１９
％
増

と
１０
年
ぶ
り
の
プ
ラ
ス
改
定
と
な

っ
た
。
う
ち
本
体
部
分
の
改
定
率

は
プ
ラ
ス
１
・
５５
％
。
医
科
に
つ

い
て
は
、
急
性
期
入
院
医
療
に
概

ね
４
０
０
０
億
円
程
度
が
配
分
さ

れ
る
。
ま
た
、
再
診
料
や
診
療
科

間
の
配
分
の
見
直
し
を
含
め
、
従

来
以
上
に
大
幅
な
配
分
の
見
直
し

が
行
わ
れ
、救
急
・
産
科
・
小
児
科

・
外
科
の
充
実
等
が
図
ら
れ
る
。

医
学
部
入
学
定
員
に
つ
い
て

は
、
過
去
最
大
定
員
で
あ
っ
た
２１

年
度
よ
り
３
６
０
人
増
の
８
８
４

６
人
と
な
っ
た
。

ま
た
、
地
方
財
政
措
置
に
つ
い

て
は
、
２１
年
度
に
７
０
０
億
円
増

額
さ
れ
た
が
、
住
民
へ
の
質
の
高

い
医
療
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
対

し
、
更
な
る
拡
充
を
図
る
た
め
３

０
０
億
円
程
度
増
額
さ
れ
る
。
こ

の
う
ち
、
周
産
期
母
子
医
療
セ
ン

タ
ー
に
お
け
る
満
床
状
態
の
解
消

や
Ｎ
Ｉ
Ｃ
Ｕ
等
に
長
期
入
院
し
て

い
る
児
童
に
と
っ
て
ふ
さ
わ
し
い

医
療
提
供
の
た
め
の
体
制
を
確
保

す
る
た
め
の
経
費
に
対
し
て
、
病

床
数
に
応
じ
て
特
別
交
付
税
に
よ

る
措
置
が
充
実
さ
れ
る
。

２
�
保
健
衛
生
施
策

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
対
策
で

は
、
都
道
府
県
等
に
お
い
て
対
策

協
議
会
を
設
置
す
る
な
ど
地
域
全

体
で
行
う
総
合
的
な
取
組
や
、
患

者
を
受
け
入
れ
る
感
染
症
指
定
医

療
機
関
の
運
営
に
対
し
て
支
援
が

な
さ
れ
る
な
ど
医
療
提
供
体
制
が

整
備
さ
れ
る
。

食
品
安
全
対
策
で
は
、
国
民
の

健
康
被
害
防
止
を
踏
ま
え
、
輸
入

食
品
の
安
全
対
策
、
残
留
農
薬
、

食
品
添
加
物
、
容
器
包
装
等
の
安

全
性
の
確
保
な
ど
が
図
ら
れ
る
。

自
殺
対
策
に
つ
い
て
は
、
２２
年

２
月
に
自
殺
総
合
対
策
会
議
に
お

い
て
「
い
の
ち
を
守
る
自
殺
対
策

緊
急
プ
ラ
ン
」
が
策
定
さ
れ
、
今

後
各
種
対
策
が
な
さ
れ
る
。

３
�
国
民
健
康
保
険
制
度
及
び
長

寿
医
療
制
度

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
つ
い

て
は
、
２１
年
１１
月
、
長
妻
昭
厚
生

労
働
大
臣
主
宰
に
よ
り
、
関
係
団

体
、
高
齢
者
、
学
識
経
験
者
か
ら

な
る
「
高
齢
者
医
療
制
度
改
革
会

議
」
が
設
置
さ
れ
、
廃
止
後
の
新

た
な
制
度
の
具
体
的
な
あ
り
方
に

つ
い
て
検
討
が
行
わ
れ
て
い
る
。

廃
止
ま
で
の
間
は
、
低
所
得
者
に

対
す
る
保
険
料
軽
減
の
継
続
、
７０

〜
７４
歳
の
患
者
負
担
引
上
げ
の
凍

結
、
被
用
者
保
険
の
被
扶
養
者
９

割
軽
減
措
置
の
継
続
等
が
講
じ
ら

れ
る
。

国
民
健
康
保
険
に
つ
い
て
は
、

厳
し
い
財
政
状
況
に
配
慮
し
、
高

額
医
療
費
共
同
事
業
、
保
険
財
政

共
同
安
定
化
事
業
、
保
険
者
支
援

制
度
及
び
財
政
安
定
化
支
援
事
業

に
つ
い
て
、
２２
年
度
か
ら
２５
年
度

ま
で
の
４
年
間
、
暫
定
措
置
と
し

て
延
長
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

そ
の
他
、
保
険
料
（
税
）
の
統

一
的
減
免
措
置
と
し
て
、
２２
年
４

月
よ
り
非
自
発
的
失
業
者
に
つ
い

て
、
失
業
の
翌
年
度
末
ま
で
前
年

の
給
与
所
得
を
１
０
０
分
の
３０
と

し
て
算
定
す
る
特
定
措
置
が
創
設

さ
れ
る
。

４
�
介
護
保
険
制
度

２１
年
度
第
１
次
補
正
予
算
に
お

け
る
介
護
職
員
処
遇
改
善
交
付
金

に
よ
り
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
担
う
人

材
を
確
保
す
る
た
め
、
介
護
職
員

の
処
遇
改
善
に
取
り
組
む
事
業
者

へ
助
成
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
、
介
護
基
盤
の
緊
急
整
備
等
に

お
い
て
、
従
来
の
施
設
整
備
に
対

す
る
市
町
村
交
付
金
の
拡
充
等
が

図
ら
れ
る
。

５
�
少
子
化
対
策
等

子
ど
も
手
当
と
し
て
、
中
学
校

修
了
ま
で
の
児
童
を
対
象
に
１
人

に
つ
き
月
額
１
万
３
０
０
０
円
が

支
給
さ
れ
る
。
本
会
の
み
な
ら
ず

地
方
六
団
体
と
し
て
必
要
経
費
の

全
額
国
庫
負
担
等
を
要
望
し
て
い

た
が
、
２２
年
度
限
り
の
暫
定
措
置

と
し
て
現
行
の
児
童
手
当
と
の
併

給
方
式
と
さ
れ
、
地
方
負
担
が
残

る
形
と
な
っ
て
い
る
。

児
童
扶
養
手
当
に
つ
い
て
、
支

給
対
象
が
父
子
家
庭
に
拡
大
さ
れ

る
こ
と
と
な
っ
た
。

少
子
化
対
策
に
つ
い
て
は
、
１

月
に
「
子
ど
も
・
子
育
て
ビ
ジ
ョ

ン
」
が
閣
議
決
定
さ
れ
、
２２
年
度

か
ら
５
年
間
の
施
策
内
容
と
数
値

目
標
が
示
さ
れ
た
。
目
標
で
は
、

公
的
保
育
サ
ー
ビ
ス
利
用
数
を
毎

年
５
万
人
増
や
し
、
現
状
２
１
５

万
人
を
２
４
１
万
人
に
、
３
歳
未

満
児
保
育
サ
ー
ビ
ス
利
用
率
２４
％

（
７５
万
人
）
を
３５
％
（
１
０
２
万

人
）
に
、
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
利

用
人
数
８１
万
人
（
５
人
に
１
人
）

を
１
１
１
万
人
（
３
人
に
１
人
）

に
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。

６
�
雇
用
対
策

過
去
最
悪
水
準
の
完
全
失
業
率

と
有
効
求
人
倍
率
で
あ
る
厳
し
い

雇
用
情
勢
の
た
め
、
緊
急
雇
用
対

策
等
関
係
予
算
は
２
年
連
続
で
大

幅
な
増
額
と
な
っ
て
い
る
。

雇
用
維
持
、
再
就
職
支
援
、
貧

困
・
困
窮
者
支
援
等
の
総
合
的
対

策
が
強
化
さ
れ
る
ほ
か
、
若
者
・

女
性
・
高
齢
者
・
障
害
者
等
の
就

業
実
現
、
地
域
雇
用
対
策
へ
の
支

援
が
行
わ
れ
る
。

７
�
社
会
福
祉
施
策

連
立
政
権
合
意
に
よ
り
、
障
害

者
自
立
支
援
法
は
廃
止
さ
れ
、
利

用
者
の
応
能
負
担
を
基
本
と
す
る

総
合
的
な
制
度
を
つ
く
る
と
さ
れ

て
い
る
が
、
新
た
な
制
度
が
で
き

る
ま
で
の
間
は
、
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
等
の
利
用
者
負
担
の
更
な
る

軽
減
が
図
ら
れ
る
。

年
金
記
録
問
題
に
つ
い
て
は
、

関
係
予
算
の
大
幅
な
増
額
が
図
ら

れ
る
な
ど
国
家
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と

位
置
づ
け
ら
れ
、
そ
の
解
決
等
に

２２
年
度
か
ら
集
中
的
に
取
り
組
ま

れ
る
。

８
�
環
境
保
全
施
策

地
球
温
暖
化
対
策
に
つ
い
て

は
、
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量
２５
％

削
減
に
向
け
た
取
組
と
し
て
「
チ

ャ
レ
ン
ジ
２５
」
の
推
進
が
図
ら
れ

る
。
２５
％
削
減
へ
の
地
域
づ
く
り

の
た
め
の
効
果
的
な
対
策
、
先
進

的
技
術
の
導
入
を
集
中
的
に
実
施

す
る
事
業
に
地
方
公
共
団
体
へ
の

支
援
が
行
わ
れ
る
。

不
法
投
棄
対
策
に
つ
い
て
は
、

排
出
事
業
者
に
よ
る
適
正
処
理
確

保
等
の
不
適
正
処
理
対
策
強
化
の

た
め
、
所
要
の
法
改
正
が
行
わ
れ

る
。

９
�
文
教
施
策

文
部
科
学
省
予
算
は
、
５
兆
５

９
２
６
億
円
で
対
前
年
度
比
５
・

９
％
増
、
過
去
３０
年
で
最
高
の
伸

び
率
と
な
っ
て
い
る
。
教
職
員
定

数
に
つ
い
て
は
４
２
０
０
人
増
と

大
幅
に
改
善
さ
れ
る
。

公
立
高
校
の
授
業
料
に
つ
い
て

は
、
不
徴
収
と
さ
れ
学
校
設
置
者

に
対
し
て
授
業
料
相
当
額
が
国
費

に
よ
り
負
担
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り

無
償
化
さ
れ
る
。
ま
た
、
私
立
高

校
の
生
徒
に
つ
い
て
は
高
等
学
校

等
就
学
支
援
金
が
創
設
さ
れ
年
１１

万
８
８
０
０
円
を
基
本
（
低
所
得

世
帯
の
生
徒
は
、
所
得
に
応
じ
１

・
５
〜
２
倍
し
た
額
を
上
限
）
に

助
成
さ
れ
、
家
庭
の
教
育
費
負
担

が
軽
減
さ
れ
る
。

（
担
当
・
社
会
文
教
委
員
会
）

（３） 平成２２年３月５日 第１７５３号（第三種郵便物認可）全 国 市 議 会 旬 報
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デ
フ
レ
や
円
高
が
進
む
厳
し
い

経
済
情
勢
を
打
破
す
る
た
め
、
政

府
が
「
明
日
の
安
心
と
成
長
の
た

め
の
緊
急
経
済
対
策
」
を
盛
り
込

ん
だ
平
成
２１
年
度
第
２
次
補
正
予

算
は
、
１２
月
１５
日
閣
議
決
定
、
今

通
常
国
会
に
提
出
さ
れ
、
１
月
２８

日
に
可
決
、
成
立
し
た
。

緊
急
経
済
対
策
は
�
雇
用
�
環

境
�
景
気
の
３
つ
の
柱
を
主
軸
と

し
た
景
気
対
策
と
な
っ
て
お
り
、

財
政
支
出
７
兆
２
０
０
０
億
円
、

総
事
業
費
２４
兆
４
０
０
０
億
円
の

規
模
と
な
っ
た
。
雇
用
の
分
野
で

は
約
６
０
０
０
億
円
が
計
上
さ

れ
、
こ
の
う
ち
雇
用
調
整
助
成
金

な
ど
雇
用
保
険
制
度
の
強
化
対
策

３
５
０
０
億
円
、
介
護
・
医
療
分

野
な
ど
で
の
緊
急
雇
用
創
造
対
策

１
５
０
０
億
円
と
な
っ
た
。

ま
た
、
雇
用
推
進
の
具
体
的
な

緊
急
対
応
と
し
て
▽
雇
用
調
整
助

成
金
の
支
給
要
件
の
緩
和
▽
ハ
ロ

ー
ワ
ー
ク
の
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
相
談

機
能
の
充
実
▽
新
卒
者
へ
の
就
職

支
援
態
勢
の
強
化
―
―
な
ど
を
盛

り
込
ん
で
い
る
。

意
見
書
で
は
、
こ
の
緊
急
経
済

対
策
が
着
実
に
、
か
つ
ス
ピ
ー
デ

ィ
ー
に
実
行
さ
れ
る
と
と
も
に
、

中
長
期
的
な
経
済
の
安
定
成
長
の

実
現
基
盤
を
確
立
す
る
よ
う
求
め

て
い
る
。

▼
議
長

▽
鳥
栖

原

康
彦（
１２
・
１
）

▽
輪
島

上
平
公
一（
１２
・
２
）

▽
舞
鶴

池
田
正
義（
１２
・
２
）

▽
霧
島

池
田

守（
１２
・
２
）

▽
ひ
た
ち
な
か後

藤
正
美（
１２
・
３
）

▽
草
加

飯
田
弘
之（
１２
・
３
）

▽
黒
部

辻

泰
久（
１２
・
４
）

▽
南
砺

且
見
公
順（
１２
・
４
）

▽
匝
瑳

佐
瀬
公
夫（
１２
・
４
）

▽
曽
於

大
津
亮
二（
１２
・
４
）

▼
副
議
長

▽
鳥
栖

酒
井
靖
夫（
１２
・
２
）

▽
舞
鶴

奥
田
保
弘（
１２
・
２
）

▽
防
府

松
村

学（
１２
・
２
）

▽
霧
島

久
保
史
郎（
１２
・
２
）

▽
ひ
た
ち
な
か佐

藤
良
元（
１２
・
３
）

▽
草
加

浅
井
昌
志（
１２
・
３
）

▽
黒
部

吉
松
定
子（
１２
・
４
）

▽
南
砺

浅
田
裕
二（
１２
・
４
）

▽
曽
於

久
長
登
良
男（
１２
・
４
）

▼
事
務
局
長

▽
光

起
本
一
生（
１２
・
１
）

前
号
に
引
き
続
き
、
本
会
が
１２
月
定
例
会
を
中
心
と
し
て
取
り
ま
と
め
た
「
意
見
書
・
決
議
の
議
決
状

況
」
（
下
）
を
み
る
と
、
「
改
正
貸
金
業
法
の
早
期
完
全
施
行
」
を
求
め
る
意
見
書
が
１
５
４
件
で
、
９

月
定
例
会
に
続
い
て
再
び
最
多
と
な
っ
た
。
次
に
多
い
の
が
、
政
府
が
１２
月
に
ま
と
め
た
「
緊
急
経
済
対

策
」
を
早
急
に
実
行
す
る
こ
と
を
求
め
る
意
見
書
１
２
１
件
と
な
っ
て
い
る
。

議会
「
緊
急
経
済
・
雇
用
対
策
の
早
期
実
施
」多
数

１１２２
月月
定定
例例
会会
のの

意意
見見
書書
・・
決決
議議
のの
状状
況況

（下）

意見書・決議の議決状況（下） （２１．１１．１～１２．３１）

決 議
【建設・運輸・郵政・国土保全】 【 １００】 【 ０】
○高速道路原則無料化の撤回など ２９ ―
○道路整備促進、財源確保など ２４ ―
○八ツ場ダムの建設推進 １１ ―
○新丸山ダムの建設推進 ５ ―
○地域間格差を拡大する「地方移譲」に反対 ４ ―
○北陸新幹線の整備促進など ４ ―
○その他 ２３ ―
【労働・商工】 【 ３１３】 【 ２】
○改正貸金業法の早期完全施行等 １５４ ―
○緊急経済対策及び雇用対策の早期実施など １２１ ―
○協同労働の協同組合法（仮称）の速やかな ７ ―
制定
○季節労働者対策の強化 ６ ―
○公契約に関する基本法の制定 ５ ―
○その他 ２０ ２
【警察・防災・消防】 【 １４】 【 ０】
○警察官の増員 １１ ―
○その他 ３ ―
【外交・防衛・国際関係】 【 １３５】 【 １７】
○核兵器の廃絶と恒久平和 ４５ ５
○非核三原則の早期法制化 ２０ ―
○改正国籍法の厳格な制度運用 ９ ―
○新たな防衛計画大綱の速やかな策定 ８ ―
○米軍普天間飛行場の県外・国外移設など ８ ―
○米兵車両によるひき逃げ死亡事件に対する ６ ５
抗議、再発防止策への取組強化など
○その他 ３９ ７
【社会・くらし】 【 １６５】 【 ６】
○社会的セーフティネットの拡充 ２７ ―
○保育所最低基準の堅持、待機児童解消、現 ２７ １
行保育制度の堅持・拡充など
○２０１０年度の年金の減額改定の回避 １６ ―
○障害者自立支援法の廃止、新法制定、「応 １４ ―
益負担」の廃止など
○独立行政法人都市再生機構の賃貸住宅への ８ ―
定期借家契約導入反対
○父子家庭と母子家庭がともに「ひとり親家 ５ ―
庭」として平等に支援を受けられるよう対
策を求める
○介護保険制度の改善 ５ ―
○「子ども手当」創設に当たっての慎重な検 ５ ―
討など
○その他 ５８ ５
【その他】 【 ８】 【 ６】
【合 計】 【 ７３５】 【 ３１】
【総合計】 【 １，６５９】 【 ４８】

意見書件 名

議議
会会
人人
事事
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